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○ 運動期間
７月13日（月）～７月22日（水）の10日間

○ 運動重点
飲酒運転の根絶(１)
高齢運転者の交通事故防止とこどもを始めとする歩行者の安(２)

全確保
自転車・バイクの交通事故防止と自転車利用時のヘルメット(３)

着用
スピードダウンと全席シートベルト着用の徹底(４)

○ 自転車利用者のみなさんへ
本年４月１日から、自転車の一定の交通違反にも「交通反則通告制度」が適用

されます。
自転車を運転する場合は、交通ルールをしっかりと守り、安全運転に努めまし

ょう。
また、運転中に交通事故や転倒などで頭部を負傷すると、致命傷になる可能性

がありますので、自転車に乗る時には乗車用ヘルメットを着用しましょう。

○ 指定された遊泳区域内で泳ぎましょ
う。
遊泳区域外では、急な深みなどがあ

り多くの危険性が潜んでいます。
潮が沖に流れていく離岸流もあるので
注意しましょう。
○ 子どもから目を離さないようにしま
しょう。
波の力で倒れたり、沖に流される危険
があります。
保護者の方
は、水辺で遊
ぶ子供から目
を離さず、近
くにいるよう

。にしましょう
○ 体調不良時
や飲酒後は泳
がないように
しましょう。
体調不良時
やお酒を飲ん
だ後は、呼吸が乱れやすく溺れる危険
性があるので泳がないようにしましょ
う。
○ 釣りをする時は必ず救命胴衣を着用
しましょう。
高波時の防波堤や滑りやすい岩場、流
れが速い岸辺などには近づかず、安全
な場所で行いましょう。
○ 水上オートバイで遊泳区域に入らな
いようにしましょう。


